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はじめに 

当検討委員会では、先進スポーツクラブの視察を含め、１０回にわたり、武蔵村

山市における総合型地域スポーツクラブの設立の必要性等について、本市の現状を

踏まえて、市民各層からの意見、また、平成２１年度に体育指導委員連絡協議会が

検討した意見等の報告書を参考に、多角的な協議を重ねてきた。協議の結果、当検

討委員会として一定の結論を得たことから、ここにその内容を報告するものである。 
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Ⅰ 総合型地域スポーツクラブ設立の推進の背景と武蔵村山市の状況 

 １ 総合型地域スポーツクラブ設立の推進に係る国及び東京都の状況 

   平成 12 年 9 月、文部科学省（旧文部省）がスポーツ振興基本計画（１０年計

画）を策定した。この中では、生涯スポーツ社会の実現と、できるだけ早期に

成人の定期的（週１回）スポーツ実施者の率を５０％に引き上げることが政策

目標の一つとなっており、総合型地域スポーツクラブはその拠点となるべく、

全国的に展開することが期待されている。 

東京都は、国の基本計画を参考にして、平成１４年７月、東京都スポーツ振

興基本計画を策定した。この計画では、総合型地域スポーツクラブが生涯スポ

ーツ社会の拠点となるべきことが期待されており、平成２５年までには、各区

市町村に１～２の地域スポーツクラブの設立を、平成２８年までには、都内１

００以上の設立を目指しており、各区市町村に対し、総合型地域スポーツクラ

ブの設立を推進している。 

 

 ２ 武蔵村山市における状況 

市においては、国や都の動きに基づき、総合型地域スポーツクラブに関する

情報収集や市民へのアンケート等を実施し、本市における総合型地域スポーツ

クラブの必要性を検討した。 

また、武蔵村山市体育指導委員連絡協議会が、平成２０年度から、総合型地

域スポーツクラブについて調査、検討し、平成２１年１１月に、研究報告書を

教育委員会に提出した。 

研究報告書には、本市でも総合型地域スポーツクラブを設置していく必要性

は高いとしており、今後、推進するために、⑴活動、拠点エリアについて、⑵

人材の発掘について、⑶行政の支援について、設立検討委員会を設置し、調査、

検討する必要があるとしている。 

平成２２年３月には、武蔵村山市における総合型地域スポーツクラブの設立
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に関する必要な事項を調査検討する武蔵村山市総合型地域スポーツクラブ設立

検討委員会を発足した。 
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Ⅱ 総合型地域スポーツクラブの必要性と設立に向けての方策の検討結果 

１ 総合型地域スポーツクラブの必要性 

既存の各種自主グループの活動は、特定の種目に限定され、独立して活動し

ているために、多尐のグループ間の交流はあったとしても、基本的には、個々

のグループでの活動となっているのが現状である。 

その活動の拠点としては、公共施設を利用しており、そのサービスを享受す

るのは、その団体等、一部のグループに限られている。 

そのようなグループは競技性が非常に高く、誰もが気軽に活動に参加できる

クラブは、ほとんど存在していない。 

また、気軽に参加できるスポーツ等の事業としては、総合体育館や市民会館

で行われている教室や講座に限られている。 

そこで、市民がそれぞれの興味や目的に応じて、気軽にスポーツ等の活動に

親しむことのできるクラブを設置し、地域のスポーツ振興や新たなコミュニテ

ィ形成など地域で果たす公共的な役割を担うクラブが必要であると考える。 

 

２ 武蔵村山市における総合型地域スポーツクラブの設立数及び区域 

   文部科学省策定のスポーツ振興基本計画では、「中学校区程度の地域での総合

型地域スポーツクラブの定着」を最終目標としている。 

本市の中学校区をみると、広域にわたっている中学校区があることから、中

学校区及び小学校区の区域で 1 クラブ以上が設立されることが望ましい。 

ただし、区域によっては、総合体育館や市民会館など、市民が気軽に参加で

きるプログラムが充実している施設があるので、そのような施設がある区域で

は、総合型地域スポーツクラブの設立は向かない。そのため、総合型地域スポ

ーツクラブの設立区域については、地域の状況を見ながら、設立の可能性を検

討する必要がある。 

具体的には、平成２４年度までに、最低 1 クラブ以上の総合型地域スポーツ
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クラブを市内に設立することを目標とし、当面は東南地区（市立第四中学校区

及び市立小中一貫校村山学園校区）を対象として検討する。 

 

３ 活動拠点となる施設並びに事務所及びクラブハウス 

身近な生活圏を活動範囲と考えると、活動拠点となる施設は、学校施設が望

ましい。また、学校施設だけでなく、その地域にある公共施設も活用する。 

クラブの運営に係る事務等を行う場として、最低限のスペースは確保する必

要がある。活動拠点を学校施設中心に考えると、学校の空き教室を活用して事

務所を設置することが望ましいが、学校の教室は、児童数等による変動要因が

大きいため、確保することは容易ではないことが考えられる。 

よって、学校又は地域の公共施設等の敷地内に事務所を確保することが望ま

れる。 

また、クラブハウスは、クラブ会員やクラブに興味を持った者が気軽に立ち

寄り、地域住民の憩いの場、情報交流の場として必要である。 

しかし、事務所同様、学校や地域の公共施設に余裕のある教室や部屋がない

ため、会議室や談話室等を備えたクラブハウスを将来的に整備することが望ま

れる。 

 

４ クラブの特徴 

   住民が自ら企画・運営に携わり、会員や参加者から費用を集め、クラブの運

営を行っていく。参加者が自由に参加できる多彩なプログラムを提供する。プ

ログラムについては、スポーツに限らず、文化的、趣味的な活動も含めて総合

的なレクリエーション活動としてとらえることが望ましい。 

 

５ 設立に向けての人材について 

クラブの運営には、マネージメント能力がある者、スポーツ等の指導ができ
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る者など、人材が必要である。総合型地域スポーツクラブの設立に向けて当面

は、地域の団体とのつながりが豊富な体育指導委員がけん引しながら、地域の

実情に応じた体制を整えていくべきである。 

   市民の活動については、自主的に自治会や子供会、ＰＴＡ等の地域の有志が

活動している実績がある。また、平成１９年度からは、児童の放課後の居場所

づくりという目的で「放課後子ども教室」が現在６校で実施されている。 

教室には多くの地域の人たちが、学習アドバイザー及び安全管理員として活

躍している。これらをみても、地域に貢献したいという人が多く存在している

と見受けられる。まだ、総合型地域スポーツクラブについての理解、認知度が

低いので、地域説明会等を実施し、より多くの人たちに理解してもらうことに

より、関心を持つ者、人材となる者が発掘できるものと考える。 

 

６ 他分野との連携 

   総合型地域スポーツクラブは地域における自主的な活動を目的としているが、

対象となる地域の子どもや大人、高齢者、障害者に関わる事業はほかにもあり、

関係部署との情報交換や事業提携などを調整する必要がある。 

具体的には「放課後子ども教室」に代表されるような、学校と地域と保護者

と協働しての活動に関して、同じような趣旨の事業が、同じ場所で展開すると、

地域の人材の取り合いになるために、関係各所と連携を取り、協働することが

望ましい。また、体育指導委員や体育協会、地域で既に活動している団体に協

力を求め、総合的な協働ネットワークを構築することを目指す必要がある。 

 

７ 学校施設開放について 

   地域では、多くの自主グループが組織されており、体育施設や学校施設、地

区会館、公民館や集会所などを拠点として活動している自主グループが存在し、

多くの市民が活動している。 
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施設を利用する場合、登録をし、施設を予約利用しているが、現状では多く

の登録団体があるために、新規に登録したとしても、利用日の確保は困難な状

況である。 

   特に、学校施設は地域の活動施設として、地域スポーツの普及と振興のため、

あるいは子どもの遊び場として開放されているが、その利用方法については改

善点も指摘されている。 

総合型地域スポーツクラブのような新しいクラブが新規に参入しても、既存

の団体と平等に、効率的に利用できるよう、学校施設や公共施設の時間帯や利

用区分など仕組みを見直す必要がある。 

 

 ８ 今後の展開について 

   総合型地域スポーツクラブは、地域の住民による運営を目指すものではある

が、その成否はもちろん住民自身の意識と実践にかかっている。しかし、活動

施設や事務所の確保など、地域の住民では解決できない問題点があることから、

設立に向けては、行政の積極的な支援のもと、今回の報告書を具体化する設立

準備委員会を設置する必要がある。 
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Ⅲ まとめ 

  全１０回の委員会における審議を通しての課題・提言等を列記しておく。 

 

⑴ 地域のスポーツ振興や新たなコミュニティ形成など、地域で果たす公共的な

役割を担う総合型地域スポーツクラブが武蔵村山市に必要である。 

 

⑵ 平成２４年度までには、最低１つ以上の総合型地域スポーツクラブの設立を

目標とする。当面は市の東南部（市立第四中学校及び市立小中一貫校村山学園

校区）にクラブを設立することを目標とする。 

 

⑶ 活動拠点としては、学校施設や公共施設を活用する。クラブの運営に係る事

務等を行う場として、最低限のスペースを確保し、将来的には、クラブハウス

の設置を望む。 

 

⑷ 住民が自ら企画・運営に携わり、地域のコミュニティの構築を目指すために

は、スポーツに限らず、文化的、趣味的な活動も含めて総合的なレクリエーシ

ョン活動としてとらえることが望ましい。 

 

⑸ クラブ設立に向けて当面は、体育指導委員がけん引する。地域説明会等を実

施し、より多くの人たちに認知してもらい、理解者、協働者を増やすことが必

要である。 

 

⑹ 設立・運営については、対象となる地域の子どもや大人、高齢者、障害者に

関わる事業を行っている関係各所と連携・協働することが必要である。 
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⑺ 学校体育施設においては、既存団体の多くが既に利用していることから、多

くのグループが利用できるよう、また効率的に利用できるように、施設の利用

区分、時間帯、申込み方法などを見直す必要がある。 

 

⑻ 設立準備委員会を設置し、事務所や活動場所の提供及び設立に向けて、引き

続き行政の積極的な支援が必要である。 
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おわりに 

 総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会では、武蔵村山市に総合型地域スポー

ツクラブの設立に向けて協議を重ねてきた。武蔵村山市のスポーツ環境の充実と地

域コミュニティの進展を願い、市内に一つでも多くの総合型地域スポーツクラブが

設立され、一人でも多くの市民がクラブに参加し、より明るく健康な生活が実現す

ることを希望する。 
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